
市町村４－１

調査票４－１

市区町村別集計項目（推進体制等） 都道府県名はこちらにのみ入力してください⇒

自動計算されます（確認をお願いします）⇒ 市区町村数 23

無 無

条例名称
公布日（和暦で日まで

記入してください）
施行日（和暦で日まで

記入してください）

現
在
の
状
況

計画名 計画期間

女性
活躍
推進

法との
関係

現
在
の
状
況

13 17 7 21

34 100 広島市 男女共同参画課 1 1 1 1 広島市男女共同参画推進条例 平成13年9月28日 平成13年9月28日 第2次広島市男女共同参画基本計画 平成23年度～平成32年度 1

34 202 呉市 人権センター 1 2 1 1 くれ男女共同参画推進条例 平成13年12月21日 平成13年12月21日 くれ男女共同参画基本計画（第3次） 平成25年度～平成34年度 1

34 203 竹原市 人権推進室 1 2 1 1 0 第２次たけはら２１男女共同参画プラン 平成24年度～平成33年度 1

34 204 三原市 人権推進課 1 2 1 1 三原市男女共同参画推進条例 平成23年3月31日 平成23年10月1日 1

34 205 尾道市 人権推進課 1 2 1 1 尾道市男女共同参画推進条例 平成27年12月16日 平成28年4月1日 尾道市男女共同参画基本計画 平成29年度～平成33年度 1

34 207 福山市 男女共同参画センター 1 1 1 1 福山市男女共同参画推進条例 平成14年3月26日 平成14年4月1日 福山市男女共同参画基本計画（第3次） 平成25年度～平成29年度 0

34 208 府中市 女性こども課 1 2 1 1 0 府中市男女共同参画プラン（第２次） 平成24年度～平成33年度 0

34 209 三次市 女性活躍支援課 1 2 1 1 三次市男女共同参画推進条例 平成16年4月1日 平成16年4月1日 三次市男女共同参画基本計画（第3次） 平成28年度～平成32年度 1

34 210 庄原市 市民生活課 1 2 1 1 0 第2次庄原市男女共同参画プラン 平成29年度～平成38年度 1

34 211 大竹市 自治振興課 1 2 0 0 0 おおたけ男女共同参画プラン 平成25年3月～平成33年3月 0

34 212 東広島市 人権男女共同参画課 1 2 1 1 2
第2次東広島市男女共同参画推進計画（きらきらプラ
ン）第2期実施計画

平成27年度～平成31年度 0

34 213 廿日市市 人権・男女共同推進課 1 1 1 1 0 第2次廿日市市男女共同参画プラン 平成27年度～平成36年度 0

34 214 安芸高田市 人権多文化共生推進課 1 2 0 1 安芸高田市男女共同参画推進条例 平成21年3月19日 平成21年4月1日 安芸高田市第2次男女共同参画プラン 平成29年度～平成33年度 1

34 215 江田島市 人権推進課 1 2 1 1 0 1

34 302 府中町 人権推進室 1 2 1 1 0 府中町第3次男女共同参画プラン 平成29年度～平成33年度 1

34 304 海田町 社会福祉課 1 2 0 0 0 海田町男女共同参画基本計画 平成20年度～平成29年度 0

34 307 熊野町 生涯学習課 2 2 0 0 0 改訂版熊野町男女共同参画プラン 平成25年度～平成30年度 0

34 309 坂町 民生課 1 2 0 0 0 坂町男女共同参画プラン 平成24年度～平成33年度 1

34 368 安芸太田町 住民生活課 1 2 0 0 0 安芸太田町男女共同参画基本計画 平成25年度～平成29年度 1

34 369 北広島町 町民課 1 2 0 0 0 北広島町男女共同参画プラン（第2次） 平成25年8月～平成30年3月 0

34 431 大崎上島町 住民課 1 2 0 1 2 大崎上島町男女共同参画推進計画 平成27年度～平成31年度 1

34 462 世羅町 企画課 1 2 0 1 0 世羅町男女共同参画行動計画（第2次） 平成27年度～平成31年度 0

34 545 神石高原町 まちづくり推進課 1 2 0 1 0 第2次神石高原町男女共同参画推進基本計画 平成29年度～平成38年度 1
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広島県

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（平成29年4月1日現在で有効なもの）

有



市町村４－２

調査票４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

3 0 3 2 1 0 2 1 0

34 100 広島市
広島市男女共同参画推進セン
ター

ゆいぽーと 730-0051 広島市中区大手町五丁目6番9号 082-248-3320 082-248-4476
"http://www.yui-
port.city.hiroshima.jp/

○ ○ ○

34 202 呉市

34 203 竹原市

34 204 三原市

34 205 尾道市

34 207 福山市 福山市男女共同参画センター イコールふくやま 720-0067 福山市西町一丁目1番1号エフピコRiM地下2階 084-973-8895 084-927-9121
"http://www.city.fukuya
ma.hiroshima.jp/soshiki/
equal/

○ ○ ○

34 208 府中市

34 209 三次市

34 210 庄原市

34 211 大竹市

34 212 東広島市 東広島市男女共同参画推進室 エスポワール 739-0043
東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島
2階

082-424-3833 082-424-3833
"http://www.city.higashi
hiroshima.lg.jp/kurashi/ji
nken/2/6217.html

○ ○ ○

34 213 廿日市市

34 214 安芸高田市

34 215 江田島市

34 302 府中町

34 304 海田町

34 307 熊野町

34 309 坂町

34 368 安芸太田町

34 369 北広島町

34 431 大崎上島町

34 462 世羅町

34 545 神石高原町

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

広島県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(平成29年4月1日現在で開設済の施設)都
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事業運営



市町村４－２ (2)

調査票４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 広島県

名　　称
常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企

業

・

N

P

O

と

の

連

携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

3 3 3 3 2 0 1 1 0 1

34 100 広島市
広島市男女共同参画推進セン
ター

平成24年4月1日 9 61,542 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
近隣する商店街と連携した事業，ギャラリーの
運営，施設利用者を対象とする託児

34 202 呉市

34 203 竹原市

34 204 三原市

34 205 尾道市

34 207 福山市 福山市男女共同参画センター 平成15年7月14日 6 4 32,482 ○ ○ ○

34 208 府中市

34 209 三次市

34 210 庄原市

34 211 大竹市

34 212 東広島市 東広島市男女共同参画推進室 平成19年4月1日 1 644 ○ ○ ○ ○
団体活動支援（活動スペース，資料保管ボック
スの提供）

34 213 廿日市市

34 214 安芸高田市

34 215 江田島市

34 302 府中町

34 304 海田町

34 307 熊野町

34 309 坂町

34 368 安芸太田町

34 369 北広島町

34 431 大崎上島町

34 462 世羅町

34 545 神石高原町

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　29　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

主　　　　な　　　　事　　　　業

都
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設立年月日
予算額
（千円）



市町村４－３

調査票４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　
H列からV列まで※整数のみ入力できます。

うち うち うち うち うち

　
区

長

数

女

性

市

　
区

長

数

女

性

副

市

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

8 14 0 0.0 22 0 0.0 9 0 0.0 9 1 11.1 3,816 227 5.9

34 100 広島市 1 0.0 2 0.0 把握していない

34 202 呉市 H15.1.28 呉市男女共同参画都市宣言 1 1 0.0 2 0.0 447 35 7.8

34 203 竹原市 H12.11.12 男女共同参画社会づくり宣言 4 1 0.0 1 0.0 75 1 1.3

34 204 三原市 1 0.0 2 0.0 514 43 8.4

34 205 尾道市 1 0.0 2 0.0 462 23 5.0

34 207 福山市 H20.6.24 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のまちづくり宣言 2 1 0.0 2 0.0 1044 54 5.2

34 208 府中市 1 0.0 70 0.0

34 209 三次市 1 0.0 2 0.0 19 0.0

34 210 庄原市 1 0.0 2 0.0 22 0.0

34 211 大竹市 H12.2.27 男女共同参画社会づくり宣言 4 1 0.0 1 0.0 71 4 5.6

34 212 東広島市 1 0.0 2 0.0 47 0.0

34 213 廿日市市 1 0.0 2 0.0 442 47 10.6

34 214 安芸高田市 H21.9.5 安芸高田市男女共同参画都市宣言 1 1 0.0 1 0.0 30 7 23.3

34 215 江田島市 1 0.0 1 0.0 31 2 6.5

34 302 府中町 1 0.0 1 1 100.0 67 0.0

34 304 海田町 1 0.0 1 0.0 45 3 6.7

34 307 熊野町 H20.12.20 熊野町男女共同参画都市宣言 1 1 0.0 1 0.0 14 1 7.1

34 309 坂町 1 0.0 1 0.0 16 0.0

34 368 安芸太田町 1 0.0 1 0.0 48 0.0

34 369 北広島町 1 0.0 1 0.0 158 5 3.2

34 431 大崎上島町 1 0.0 1 0.0 36 0.0

34 462 世羅町 1 0.0 1 0.0 128 2 1.6

34 545 神石高原町 1 0.0 1 0.0 30 0.0

広島県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言（注１） 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況
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（％）
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市町村４－４

調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No1

1 2 平成29年5月1日 3

1 1 1

うち うち うち うち うち うち うち うち
を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

712 622 10,185 2,678 26.3 703 610 10,179 2,608 25.6 125 78 862 149 17.3 800 59 7.4 824 59 7.2

小計 702 609 10,173 2,605 25.6 125 78 862 149 17.3

34 100 広島市 40 平成32年度 68 66 1,181 350 29.6 法令・条令によって設置されたもの 68 66 1181 350 29.6 6 6 44 13 29.5 66 5 7.6 68 5 7.4

34 202 呉市 35 平成33年度 43 38 711 160 22.5
附属機関（地方自治法第202条の3）及びその他法律条例により設置
された審議会，委員会等 43 38 711 160 22.5 5 4 21 4 19.0 54 6 11.1 55 6 10.9

34 203 竹原市 35 平成33年度 47 38 562 143 25.4
行政に代わり審議や調査を行い，最終的にその会でまとめた結果が
行政の施策に活かされる法律・条令・要綱等により設置された審議
会・委員会等

25 20 320 69 21.6 6 2 28 2 7.1 21 1 4.8 22 1 4.5

34 204 三原市 30 平成31年度 47 43 650 170 26.2 地方自治法第202条の3に基づく審議会等 47 43 650 170 26.2 6 3 57 5 8.8 43 2 4.7 44 2 4.5

34 205 尾道市 30 平成33年度 61 55 882 221 25.1
法令・条令で設置されている地方自治法に基づく審議会等（附属機
関）に加えて要綱等により設置されているものを含む。 39 35 616 167 27.1 6 6 58 8 13.8 45 5 11.1 46 5 10.9

34 207 福山市 30 平成29年度 69 63 1,135 294 25.9
附属機関（地方自治法第202条の3関係），懇談会・懇話会等（要綱・
規則により設置） 60 54 1,019 260 25.5 6 4 59 7 11.9 46 5 10.9 47 5 10.6

34 208 府中市 30 平成33年度 39 28 459 98 21.4
地方自治法第202条の3に基づく審議会等及び同法第180条の5に基
づく委員会 33 24 418 92 22.0 6 4 41 6 14.6 21 1 4.8 22 1 4.5

34 209 三次市 44 平成32年度 29 28 380 106 27.9 すべての審議会・委員会 22 21 316 91 28.8 7 7 64 15 23.4 31 5 16.1 32 5 15.6

34 210 庄原市 30 平成38年度 61 53 819 244 29.8
地方自治法第180条の5に基づく委員会及び同法第202条の3に基づく
審議会等ならびに市の規則・要綱等により設置した委員会 26 23 348 91 26.1 6 5 62 13 21.0 37 5 13.5 38 5 13.2

34 211 大竹市 30 平成32年度 20 14 230 38 16.5 地方自治法第202条の3に基づく審議会等 20 14 230 38 16.5 6 2 28 3 10.7 20 0 0.0 21 0 0.0

34 212 東広島市 30 平成31年度 50 46 668 195 29.2 地方自治法第202条の3に定められている附属機関 50 46 668 195 29.2 6 4 62 13 21.0 48 1 2.1 49 1 2.0

34 213 廿日市市 40 平成31年度 74 61 1,080 264 24.4
法律または条令，規則に基づき設置されている機関及び要綱等に基
づく任意の機関（懇話会，委員会，協議会等） 36 31 553 127 23.0 6 5 42 11 26.2 48 2 4.2 49 2 4.1

34 214 安芸高田市 50 平成31年度 18 16 391 140 35.8 地方自治法第202条の3に基づく審議会等 18 16 391 140 35.8 5 1 25 2 8.0 40 3 7.5 41 3 7.3

34 215 江田島市 35 31 491 115 23.4 6 3 38 6 15.8 29 2 6.9 30 2 6.7

34 302 府中町 40 平成33年度 26 24 273 94 34.4 地方自治法第202条の3に基づく審議会等及び同法第180条の5に基
づく委員会等

22 21 259 87 33.6 4 3 14 7 50.0 28 5 17.9 29 5 17.2

34 304 海田町 18 15 195 53 27.2 4 2 13 3 23.1 26 2 7.7 27 2 7.4

34 307 熊野町 35 平成30年度 12 8 96 21 21.9 地方自治法第202条の3に基づく審議会等及び同法第180条の5に基
づく委員会等

7 6 69 17 24.6 5 2 27 4 14.8 23 0 0.0 24 0 0.0

34 309 坂町 20 15 277 65 23.5 4 1 14 2 14.3 29 1 3.4 30 1 3.3

34 368 安芸太田町 30 平成31年度 13 11 180 38 21.1 地方自治法第202条の3に基づく審議会等 13 11 180 38 21.1 5 3 27 8 29.6 24 0 0.0 25 0 0.0

34 369 北広島町 30 平成30年度 24 22 348 86 24.7 地方自治法第180条の5に基づく委員会及び同法第202条の3に基づく審議会 19 19 310 82 26.5 5 3 38 4 10.5 38 2 5.3 39 2 5.1

34 431 大崎上島町 41 29 522 92 17.6 5 3 32 4 12.5 24 0 0.0 25 0 0.0

34 462 世羅町 29 23 309 90 29.1 5 3 40 5 12.5 26 2 7.7 27 2 7.4

34 545 神石高原町 30 平成33年度 11 8 140 16 11.4 附属機関及びその他法律・条令により設置された審議会等 11 8 140 16 11.4 5 2 28 4 14.3 33 4 12.1 34 4 11.8

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

審
議
会
等
数

（再掲）
市町村防災会議
(会長を含む)

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

目
標
年
度

審
議
会
等
数

女
性
比
率

（％）

広島県

総
委
員
数

（再掲）
市町村防災会議
(委員のみ）

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総
委
員
数

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
（目標を設定している市区町村のみ記入）

目
標
値

（％）

調査時点コード 調査時点コード 調査時点コード1 1

調査時点コード 平成29年4月1日 その他：平成年月日

調査時点コード 調査時点コード



市町村４－４ (2)

調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち
を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

　
　
 

数

女
性
委
員

　
　
 

数

女
性
委
員

1 1 6 3 50.0 0 0 0 0  

三原市 1 1 6 3 50.0

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

広島県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
（目標を設定している市区町村のみ記入）

目標設定の対象である審議会等の
範囲

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数



市町村４－４（3）

調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No3

1 2 3

1

うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

（
※

）

うち
女理
性職
管数
（※）

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

2,357 339 14.4 1,721 173 10.1 312 24 7.7 232 18 7.8 314 24 7.6 254 17 6.7 1,731 291 16.8 1,235 138 11.2 2,616 685 26.2 1,851 385 20.8 4,792 1,646 34.3 3,152 1,061 33.7

34 100 広島市 633 70 11.1 473 45 9.5 28 2 7.1 26 2 7.7 143 16 11.2 108 10 9.3 462 52 11.3 339 33 9.7 1200 260 21.7 889 207 23.3 1903 643 33.8 1306 531 40.7

34 202 呉市 260 5 1.9 193 2 1.0 36 0.0 26 0.0 67 0.0 57 0.0 157 5 3.2 110 2 1.8 228 31 13.6 136 13 9.6 486 107 22.0 294 69 23.5

34 203 竹原市 31 4 12.9 30 4 13.3 6 0.0 6 0.0 25 4 16.0 24 4 16.7 7 0.0 7 0.0 34 13 38.2 30 11 36.7

34 204 三原市 73 4 5.5 51 3 5.9 13 1 7.7 10 1 10.0 14 1 7.1 9 0.0 46 2 4.3 32 2 6.3 42 8 19.0 22 6 27.3 123 45 36.6 76 32 42.1

34 205 尾道市 128 23 18.0 71 10 14.1 39 5 12.8 16 3 18.8 89 18 20.2 55 7 12.7 111 30 27.0 70 17 24.3 285 114 40.0 136 41 30.1

34 207 福山市 322 51 15.8 208 23 11.1 71 6 8.5 49 4 8.2 251 45 17.9 159 19 11.9 581 223 38.4 412 78 18.9 456 223 48.9 236 73 30.9

34 208 府中市 53 11 20.8 35 2 5.7 8 0.0 4 0.0 45 11 24.4 31 2 6.5 74 21 28.4 53 11 20.8

34 209 三次市 71 17 23.9 63 14 22.2 24 5 20.8 19 4 21.1 1 0.0 1 0.0 46 12 26.1 43 10 23.3 173 69 39.9 94 36 38.3

34 210 庄原市 57 8 14.0 43 2 4.7 6 1 16.7 6 1 16.7 51 7 13.7 37 1 2.7 116 41 35.3 85 18 21.2

34 211 大竹市 49 10 20.4 32 3 9.4 5 0.0 3 0.0 44 10 22.7 29 3 10.3 35 6 17.1 23 2 8.7 41 11 26.8 26 9 34.6

34 212 東広島市 176 40 22.7 120 12 10.0 17 1 5.9 15 1 6.7 39 2 5.1 33 2 6.1 120 37 30.8 72 9 12.5 110 38 34.5 56 10 17.9 551 170 30.9 374 90 24.1

34 213 廿日市市 130 33 25.4 95 13 13.7 14 1 7.1 12 1 8.3 29 3 10.3 27 3 11.1 87 29 33.3 56 9 16.1 94 26 27.7 69 9 13.0 85 23 27.1 76 23 30.3

34 214 安芸高田市 57 3 5.3 51 3 5.9 10 0.0 9 0.0 1 0.0 46 3 6.5 42 3 7.1 18 3 16.7 14 3 21.4 71 20 28.2 59 11 18.6

34 215 江田島市 54 9 16.7 37 4 10.8 11 0.0 9 0.0 43 9 20.9 28 4 14.3 53 26 49.1 26 9 34.6 96 36 37.5 55 20 36.4

34 302 府中町 40 5 12.5 37 5 13.5 9 1 11.1 9 1 11.1 10 2 20.0 10 2 20.0 21 2 9.5 18 2 11.1 33 7 21.2 30 7 23.3 51 13 25.5 42 11 26.2

34 304 海田町 42 11 26.2 34 6 17.6 5 1 20.0 3 0.0 3 0.0 2 0.0 34 10 29.4 29 6 20.7 10 3 30.0 8 3 37.5 31 20 64.5 20 12 60.0

34 307 熊野町 33 4 12.1 33 4 12.1 6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 21 4 19.0 21 4 19.0 17 4 23.5 17 4 23.5 30 11 36.7 30 11 36.7

34 309 坂町 22 4 18.2 22 4 18.2 4 0.0 4 0.0 1 0.0 1 0.0 17 4 23.5 17 4 23.5 2 0.0 2 0.0 25 4 16.0 25 4 16.0

34 368 安芸太田町 45 14 31.1 22 3 13.6 45 14 31.1 22 3 13.6 21 8 38.1 21 8 38.1 30 10 33.3 26 9 34.6

34 369 北広島町 33 3 9.1 24 2 8.3 33 3 9.1 24 2 8.3 29 6 20.7 24 3 12.5 41 15 36.6 22 10 45.5

34 431 大崎上島町 10 2 20.0 10 2 20.0 10 2 20.0 10 2 20.0 3 0.0 3 0.0 24 5 20.8 24 5 20.8

34 462 世羅町 17 1 5.9 17 1 5.9 17 1 5.9 17 1 5.9 9 4 44.4 9 4 44.4 42 21 50.0 42 16 38.1

34 545 神石高原町 21 7 33.3 20 6 30.0 21 7 33.3 20 6 30.0 13 2 15.4 13 2 15.4 24 11 45.8 21 8 38.1

女
性
比
率

（％）

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

管理職の在職状況 職務上の地位別職員在職状況

女
性
比
率

（％）
（※）

うち一般行政職

管
理
職
総
数

（※）

部
局
長
相
当
職

都

道

府

県

コ

ー

ド

市
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町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

うち一般行政職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

（
※

）

広島県

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職 うち一般行政職

女
性
比
率

（％）
（※）

部
局
長
相
当
職

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

調査時点コード 平成29年4月1日 平成29年5月1日 その他：平成年月日

調査時点コード



市町村４－５

調査票４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 広島県

1 平成29年4月1日 2 平成29年5月1日 3 の他：平成年月日

調査時点コード 1

問１ 問２ 問３ 問５

議会名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
運用上認めている
３．その他

１．標準都道府県会議規則と同
様
２．標準市議会会議規則又は
標準町村議会会議規則と同様
３．その他

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

1の合計 21 1 3 0 0 0 0 1 0

2の合計 0 20 18 9 9 10 9 16 0

3の合計 2 0 14 14 13 14 6 23

34 100 広島市 広島市議会 1 1 1 2 2 2 2 1 3 広島市議会会議規則第２条議員は，公務，疾病，出産その他の事故のため遅参し，又は欠席しようとするときは，その旨を議長に届け出なければならない。

34 202 呉市 呉市議会 1 2 2 3 3 3 3 2 3

34 203 竹原市 竹原市議会 1 2 2 2 2 2 2 2 3

34 204 三原市 三原市議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

34 205 尾道市 尾道市議会 3 3 3 3 3 2 3

34 207 福山市 福山市議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

34 208 府中市 府中市議会 1 2 2 3 3 3 3 2 3

34 209 三次市 三次市議会 1 2 2 2 2 2 2 2 3

34 210 庄原市 庄原市議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

34 211 大竹市 大竹市議会 1 2 2 3 3 3 3 2 3

34 212 東広島市 東広島市議会 1 2 2 3 3 3 3 2 3

34 213 廿日市市 廿日市市議会 1 2 2 3 3 3 3 2 3

34 214 安芸高田市 安芸高田市議会 1 2 2 3 3 2 3 2 3

34 215 江田島市 江田島市議会 1 2 1 3 3 3 3 3 3

34 302 府中町 府中町議会 1 2 2 2 2 2 2 2 3

34 304 海田町 海田町議会 1 2 2 2 2 2 2 2 3

34 307 熊野町 熊野町議会 1 2 2 2 2 2 2 2 3

34 309 坂町 坂町議会 1 2 1 3 3 3 3 3 3

34 368 安芸太田町 安芸太田町議会 1 2 2 2 2 2 2 2 3

34 369 北広島町 北広島町議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

34 431 大崎上島町 大崎上島町議会 3 2 2 2 2 2 3

34 462 世羅町 世羅町議会 1 2 2 2 2 2 2 2 3

34 545 神石高原町 神石高原町議会 1 2 2 3 3 3 3 2 3

問４
仕事と生活の調和の観点からの欠席事由について、以下の事由に
ついて１～３のうちいずれか一つに○をつけてください。
１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
運用上認めている
３．その他

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。※別添の場合は、（別添）と記入

市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」と
はどのような規定か。１～３のうち
いずれか一つを選択してくださ
い。

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

調査時点

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～３のいずれか一
つを選択してください。
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